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近年、白転車のニーズが高まってきてお り、環境への配慮だけではなく、健康増進や レジャー

を目的とした利用者が増加 し、全国各地の自治体でも自転 置1〔利川を促進する政策やそのマナー改

善に向けた政策を打ち出 している。身近なところでみてみると、熊本大学周辺は自転 車利川 も多

く、マナーの欠如や 自転車専用道路が整備されていないことも相 まって白転車環境が良い とは言

い難い。そこで本提案では、熊本大学周辺に自転,i,や 自転isレ ーンがな くて も、快適に道路 を

利用できるような政策について、大学生を対象とした2つ の祉会実験の結果をもとに、自転車マ

ナー向 ヒに向けた新 しい取 り組みを提i'iした,,

1.は じめ に

近 年、 自転 車のニー ズが 高 まって いる。環境への配慮 だけではな く、健康増 進や レジャー

を 目的 とした利 用者 が増加 してお り、全 国各地の 自治体 も自転車 利 用 を促 進 して い る。 し

か し、 同時 に 自転 車 に関す るルー ル違 反 ・マナーの 欠如が取 りざた され る よ うにな り、 今

年 の6月 に は改 正道路 交通 法施行 に伴 い 自転 車運転 者講習 制度が 導 入 され た。 熊 本市 、特

に熊 本大学 周辺 の 自転 車利 用 も多 いが、マ ナーの欠如 や 自転 車専 川 道路 が整備 されて い な

い こと も相 まって 自転 車環 境が 良 い とは言 い難い。 そ こで本提 案で は、熊 本 大学 周辺 の 自

転 車環境 改善、特 に 自転車 の左 側通行徹底 に関す る政策 を提 言す る。 自転車 道や 自転 車 レー

ンが ない道路 で、 いか に誰 もが快 適 に道路 を利用 で きる ようにす るか を考 える。

2.背 景

(1)日 本 お よび熊本 県の 自転車 利用 状況

わが 国の 自転車保 有台 数 は、 自動 車 と同様 に増加 傾向 にあ る(図1)。

平成25年 の 一一世帯 あた り自転車 保有 台数 は、約1.4台 の所 有 と試算 され る。 日本 で もっ

と も世 帯保 有率が 多高 いの は、 ブ ロ ック別で は四国、最低 は九州 であ り、 県別 で は徳 島県

が最 も多 く、長 崎 県が 最低 であ る。 熊本 県は27番 目の70.3%と なって お り、 九州 で は1番

高 い保 有率 で あ る。 また、熊 本 県の 自転車 保有 台数 は91.2万 台(II25)う ち熊本 市 の保 有

台数 はお よそ370490台 であ る(熊 本市 の 自転車保 有台数 につ いて は、熊 本 県の保 有 台数 と

熊本県 お よび熊本市 の 人 口か ら推 計)。
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図－1自動車保有台数および自転車保有台数（出典：一般財団法人自動車検査登録'情報協会、自転
車産業振興協会）

平成22年の全国都市交通特性調査によると、交通手段のうち自転車のみを使用する者の

割合を示す自転車分担率は全国平均13％であり世界の主要都市と比較しても日本の自転車

の利用割合は高い。熊本市の自転車分担率はおよそ20%で、九州では佐賀市の21.3%に次

いで高い分担率である。また、日本自転車産業振興協会の調査によると、自転車保有台数

のうち、「常時使用」の割合は52.4％、「時々使用」の25.8％とあわせると「自転車使用中」

は8割を占める。熊本県の「常時使用」の割合は48.2％である。このように、自転車保有

台数は増加しており、自転車使用中の割合も高いことから、自転車利用は増加傾向にある

ことが確認できる。

(2)自転車関連事故

自転車も自動車と同様に「車両」であり、利用の仕方次第で自転車の利用者または歩行

者を死に至らせる危険な乗り物である。熊本県警察交通事故統計によると、自転車事故の

件数は、全国、熊本ともに減少してはいるが、全体の交通事故件数に占める自転車事故の

割合の減少幅は小さい。また、自転車乗用中の死者数については、全国的には近年減少傾

向にあるものの熊本県内においては年によって相当の差があり、平成26年11月末の自転車

乗用中の死傷者構成率については平成18年に比べ4.6％増となっている。

また、自転車乗用中に交通事故にあった当事者の半数以上に何らかの原因（法令違反）

があったと認められ、その原因をみると安全不確認が最も多く、次いで交差点安全進行義

務違反となっている。（図2）

ルール違反が起因となる交通事故は、ルールの周知とルールの順守を徹底させれば未然

に防ぐことは可能である。よって、ルールの周知と順守のための啓発強化が必要であると

いえる。

(3)熊本市の自転車政策

国の取り組みとしては、平成19年度に国土交通省と警察庁が自転車道や自転車専用通行

帯の整備を進めるため、全国98地区を「自転車通行環境整備モデル地区」として指定し、

各指定地区が自転車道等を整備した。また、平成23年には有識者からなる「安全で快適な

自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」を設置し、同委員会で「みんなにやさしい自

転車環境一安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言一」が作成された。ガイドラ
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■動静不注意■安全不確認■その他■信号無視

■通行区分違反■交差点安全進行■一時不停止■通行方法

自転車違反事故の割合および違反の内訳熊本県警察交通事故統計(H27)

インに基づき取組まれた事例としては、通勤通学の時間帯における駐停車禁止規制の実施、

鉄道事業者と連携した駐輪場の整備、自転車マップの作成・配布、その他利用ルールの周

知例では、地域の住民等と連携したチラシの配布、小学校での自転車運転免許証の配布、

自転車に対する指導取締り強化等がある。

熊本市では、自転車利用促進を目的とした第2次熊本市自転車利用環境整備基本計画が

施行され、有効幅員が3m以上の歩道においてカラー舗装による歩行者・自転車利用者の

各通行帯の視覚的区分、ピクトグラム配置による通行区分への注意喚起をするなど自転車

レーン等の整備を実施している。その他、駐輪環境の整備やレンタサイクルの導入、自転

車走行のマナーアップを目的とした駐留警戒や該当指導、安全教室の実施、アーケード内

有効の交通指導の強化等がある。また、平成15年には、九品寺4丁目5丁目第1号線（通

称：建設会館通り）において片側2車線のうち車道の第1通行帯を自転車通行レーンとし

た自転車の車道走行に関する社会実験を実施したところ、アンケート調査から「通行しや

すくなった」という声が多く、現在は車道を片側1車線に変更し、歩道や路肩の確保など

自転車の安全な通行に配慮した形で供用されている。自転車対策室へのヒアリングからは、

自転車の右側通行が起因した交通事故の多発箇所（写真1）の路面に、自転車マークと矢

印シールを舗装し、左側通行を促していることが分かった。

さまざまな対策が実施されている一方で、熊本市HPの「市民の皆様の声」には、自転

車道の整備や左側通行の徹底に関する苦情や要望が寄せられている。熊本大学前の県道3

37号線についても、(a)自転車で走行する際に道路が狭く歩道と車道を仕切る縁石がペダ

ルにあたって危険であること、(b)自転車で安全に走行できる空間の整備の必要性につ

いて意見があがった。

熊本大学周辺をみてみると、子飼橋及び熊本学園大学前に至る道路では自転車レーンが

整備され（写真2と3）、平均3割の自転車が利用している。一方で、子飼橋から熊本大

学に至る県道337号線は道幅が狭く、さらに用地買収のコストがかかる等の理由から、現
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時点で自転車道の整備予定はないとのことだった（自転車対策室聞き取りより）。熊本大

学前の交通環境が良いといえないのは一目瞭然であり、交通環境改善のための取り組みは

必要不可欠だと考える。

［
」

～

写真－1北区清水新地の路面

舗装（東区下南部3丁目13番13

号交差点、北区清水新地5丁目

1番1号付近）

蝿‘
麺にy二F

写真－2熊本学園大学前

の自転車レーン

写真－3歩行者と自転車

のピクトグラム

(4)目的

これらの背景から、熊本大学前（県道337号線）道路の交通環境は悪く、かつ改善要望

の声があるにも関わらず自転車道の整備予定がないことがわかった。熊本市内では一部自

転車専用道路の整備がされているものの、短い区間にとどまり専用道路を市内全域に拡げ

ようとすると莫大なコストがかかる。そこで本提案では、専用道路のようなインフラを整

備するのではなく、自転車利用者の意識を変えることで快適な自転車走行空間を作れる低

コストな取り組みを提案する。

3．熊本大学の学生における自転車利用状況の把握（アンケート及び社会調査）

(1)自転車に関するルールの認知度を計るアンケートの実施

平成27年9月28日～10月13日の間、自転車に係る法令順守意識等を把握するために熊本

大学の学生を対象にアンケート調査を実施した。このアンケートは、平成23年9月30日～

10月6日の間に警察庁が行ったアンケート調査に独自の質問事項を2間加えて作成したも

のである。まず、回答した学生の77％がほぼ毎日自転車を利用しており、70％が自転車向

けの通行環境について「あまり整備されていない」または「ほとんど整備されていない」

と感じていることがわかった。また、「過去に事故にあった人」が9％、「あいそうになっ

た人」が45％で、半数の人が事故又は事故にあいそうになった経験を持っている。

次に、図3のグラフから、熊本大学の学生がルールを知っていてかつルールを守れてい

るのは、「夜間はライトを点灯しなければならない」と「歩行者・自転車専用と表示され

ている歩行者用信号機がある場合や横断歩道を進公する場合は、歩行者用信号機の信号に

従わなければならない」と「飲酒運転をしてはならない」の3つであり、一方で、ルール

を知っているが守れていないのは、「車道通行が原則であり、歩道通行は例外である」と

｢車道は左側を通行しなければならない」と「一時停止の標識のあるところでは一時停止

をして安全を確かめねばならない」の3つであることがわかった。ルールを知っているが

守れていない3つのものは、全国と比較しても割合が高い。
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片手運転（全国）

〈熊大）

一時停止の標識の安全確潔義務（全国）

（熊大）

自転車横断帯の利用（全国）

（熊大）
歩行者用信号機の利用（全国）

（熊大）

夜間のライト点灯（全国）

（熊大）
二人乗りの制限（全国）

（熊大）
飲酒運転禁止（全国）

（熊大）

歩道は歩行者優先・車道寄り徐行（全国）
（熊大）

自娠車歩道通行可の制限（全国）

（熊大）
車道は左側を通行（全国）

（熊大）

原則車道通行（全国）
（熊大）

0 ％ 1 0 ％ 2 0 ％ 3 0％

■ルールは知っており、守っている■ルールは知っているが、

■ルールは知らなかった■ルールは知っているが、

40％50％

守らないこともある

自転車に乗らない

60％70％80％90％100％

■ルールを知っているが、あまり守らない

■無回答

図－3自転車に関する法令順守状況

表－1各法令の説明
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図3で利用した用語

片手運転

一時停止の標識の

安全確認義務

自転車横断帯の利用

歩行者用信号機の利用

夜間ライト点灯

二人乗りの制限

飲酒運転禁止

歩道は歩行者優先．

車道より徐行

自転車歩道通行可の

制限

車道は左側を通行

アンケート調査時の質問項目に用いた法令内容

携帯電話を使用たり傘をさしたりすること等による片手での運転は、

不安定になるのでしてはならない。

一時停.止の標識のあるところでは、一時停止をして安全を確かめね

ぱならない。

道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近に
おいては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならな
い◎

｢歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場

合や横断歩道を進行する場合は、歩行者用信号機の信号に従わなけ

れぱならない。

夜間はライ1､を点灯しなければならない。

16歳以上の者が6歳未満の用事一人を幼児用座席に乗せる場合を除

き、二人乗りをしてはならない。

飲酒運転をしてはならない。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行しなければならない。

歩道を通行できるのは、普通自転車歩道通行可の標識等がある場合、

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者等である場合、車道又は交通

の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するためやむを得ない
場合だけである。

車道は左側を通行しなければならない。



前述した、ルールを「知っているが守れていない」3つのうち、熊本大学周辺の交通状

況から、自転車の左側通行徹底のための施策を講じることが最も効果的であると考えた。

さらに、自転車乗用者に“左側をつい走ってしまう、右側通行になんとなく抵抗を感じさ

せる”面白い啓発の方法はないかと考えを巡らせ、次の二点を試してみた。

(2)社会実験1：左側通行を促す標識

右側通行をなくし左側を気持ちよく走ってもらうために、視覚的かつ連続性をもって訴

えることが効果的だと考え、10月6日から8日までの3日間、電柱を使った標識の設置を

行った。電柱には、右側通行禁止をよびかける標識と左側通行を意識させる標識(A3サ

イズ）を対に取り付けた。使用した電柱は、熊本大学周辺（西子飼町交差点～立田山入り

口交差点）までの九州電力およびNTT管理の電柱計30本（熊本大学北キャンパス側12本、

南キャンパス側18本）である。

自転車の

右側通行

自転車は左側
合
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写真－4標識の設置状況図－4標識のデザイン

※社会調査の実施にあたり、九州電力、NTT西日本、北部土木センター、熊本市役所開発景観課、

本県警に対し電柱の使用許可、道路占有（使用）許可、屋外広告物表示．設置届出申請を行い、

可を得た。

熊
許

【効果】

標識による効果を計るため、施策を実施していない場合と実施した場合の右側通行およ

び左側通行の人数を調査した。交通量調査は、10月5日午前9時から11時の間（施策を実

施していない状況）と10月8日午前9時から1111寺の間（施策を実施して3日目）の2回行っ

た。調査地点（図5）は、西子飼町交差点のメガネ店（フジミオプテイカル前)、ポプラ

前、立田山入口付近で、それぞれの地点に二人ずつ調査員を配置し、一人は熊本大学南キャ

ンパス側の道路における左側通行の人数と右側通行の人数、もう一人は北キャンパス側の

道路の左側通行の人数と右側通行の人数を数えた。

何も施策を実施していない状況から施策後の右側通行をする違反車両の割合の変化（施

策前→施策中）は、西子飼町交差点地点では、阿蘇方面直進26％→39％、子飼方面直進で

33％→17％（表2－1）であった。ポプラ地点では、阿蘇方面直進62％→39％、子飼方面

直進23％→18％であった（表2－2）。立田山入口地点では、阿蘇方面直進21％→14％、

子飼方面直進46％→42％であった（表2－3）。結果をみると、西子飼町交差点地点での

阿蘇方面直進車両において右側通行（違反通行車両）が増加していたものの、右側通行の
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図－5調査地点（県道337号線沿いの歩道3箇所）

割合は減ったといえる。

今回は標識設置の期間が3日間しかなく、その間の授業数や生徒数が日によって差があっ

たため、右側通行の割合の減少が標識の効果を直接に受けた結果であるとは確実にはいえ

ないものの、後日のウェブアンケートから、標識に気づいた人は左側通行を意識するよう

になったという回答を得られた。また、同ウェブアンケー1､に回答した16人中11人が標識

に気づいていないと回答した。今後、標識を取り付ける位置や標識の文字の大きさ、色等

を検討しより目に付きやすい標識を検討する必要がある。また、電柱は店舗の看板が掲示

してある電柱には標識を取り付けることが出来ず、標識を取り付けた電柱が偏ってしまう

など課題が残ったため、設置場所やその方法を検討しつつ発展させていきたい。

表2－1施策実施前と施策後西子飼町交差点地点自転車通行数

自転車の

進行方向

阿蘇方面直進

子飼方面直進

自転車の
進行方向

阿蘇方面直進

子飼方面直進

施策前後 左側通行

前 111

後 12.")

前 204

後 114

右側通行

38

81

101

23

違反
割合

26％

39％

33％

17％

表2－2施策実施前と施策後ポプラ地点自転車通行数

施策前後

前

後
ユ 生

別

後

左側通行

120

206

271

206

右側通行

194

132

83

46

違反車両の
割合の変化

62％

39％

％

18％

表2－3施策実施前と施策後立田山入口地点自転車通行数

自転車の
進行方向

阿蘇方面直進

子飼方面直進

施策前後
茎 凸

別

後

前

後

左側通行

81

101

223

175
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右側通行

21

17

189

127

違反車両の
割合の変化

21％

14％

46％

42％
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(3)社会実験2：マナーアツプステッカーの配布

自転車の左側通行の促進にあたって、自転車利用者に“仕方なく”“強制させられて”

というネガティブな気持ちから左側通行をさせるのではなく、“かっこよく”“気持ちよ

く”左側通行を守ってもらうために考え出した案が、自転車に貼るマナーアップステッカー

である。チームのメンバーで3つのデザイン案を出し、社会実験1で行ったアンケート調

査で人気投票を行った。学生が「これなら自分の自転車につけても良い」という、自分が

選んだデザインで、左側通行を“かっこよく”守ってもらうというのがステッカー配布の

意図である。なお、今回は費用と時間が限られているため、3つのデザインのうち、最も

票が多かったデザイン（図6）で縦3cm，横2cmの防水素材のシールを作った。ステッ

カー配布時には学生に趣旨を説明し、自転車を乗っているときに、左側通行を意識しても

らえるようハンドルやフレームに付けてもらうようにした（写真5）。ステッカーは、熊

本大学の学生100人に配布した。

図－6ステッカーのデザイン 写真－5自転車につけたもの

【効果】

また、10月13日に実施したWEBアンケート(16人が回答）において、ステッカーを貼

ることで「左側通行を意識するようになった」と答えた人が8人、「変わらない」が8人

であり、ステッカーを貼ることで、「実際に左側通行をするようになった」と答えた人が

7人、「変わらない」と答えた人が9人であった。また、「左側通行を意識するようになっ

た」と回答した人に理由をきいたところ、「左側通行しようという意識が強くなったから」

｢なんとなく右側通行するのに罪悪感を感じたから」「目につく場所に貼っているから」と

いう回答が得られた。さらに「今後もステッカーを貼ってもよいか」という質問に対して

は15人が「良い」と答え、理由には「意識が長続きしそう」「貼らないよりは効果があり

そう」「デザインが良い」という賛成意見を多数得られた。学生からのポジティブな意見

が多数得られ、今後も継続かつ発展させていけばさらに大きな効果が期待できると考える。

(4)提案の具体的内容

実施した2つの社会実験を比較すると、違反車両の減少が期待できたものの広告物や電

柱の管理者に実施が左右される電柱への標識設置より、自分たちの選んだステッカーの利

用の方がより関心を持ってもらえる啓発であると示唆された。これは、左側通行を促すス

テッカーのデザインを学生自身がデザインしたり、利用したいステッカーを自分たちが選
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ぶという意思決定に参加したことからポジティブな意見が寄せられたと考えられる。そこ

で自転車レーンが整備されていない地域でも自転車マナー向上を招き、快適な自転車生活

が送れる提言として、本申請ではステッカーを活用した取り組みを提言したい。

ステッカーを利用した左側通行徹底への取り組みには、大学生が自分たちが使いたくな

るようなステッカーを作成し、デザインコンペを定期的に開催することで、毎年オリジナ

ルのマナー向上ステッカーを作成する。本提案では、特に左側通行の徹底を検討したが、

そのほかのマナーについても啓発するステッカーを作成する。この取り組みは熊本大学だ

けに留まらず、県内の大学、次に県内の高等学校など、まずは「学校」を中心に学生をター

ゲットとして発展させていく。また、学校への展開とともに、自治体や自転車販売店など

民間企業とも連携し、自転車購入者に対するステッカーの配布やデザインコンペ開催の周

知などを行う。いずれ、予算の支出についても自治体や民間企業へと移行する。

ステッカーの配布にかかるコストはシール代だけで済み（4円／1人当たり）、標識を

取り付ける際の手間がかからないというメリットがある。また、毎年異なったステッカー

がデザインされ学生によって選ばれることから、コレクションとしての収集感覚を楽しめ

るとともに、ステッカーに込められた自転車マナーについて自然と知る機会を提供できる。

今後の取り組み案およびその期間設定としては、下記のとおりとする。

表－3来年度以降の実施案

平成28年度

平成29年度

平成3G年度

平成31年度

平成32年度

内容

●熊本大学で実施（学部生7500人）
●自転車マナー向上ステッカーデザ

インコンペの開催（熊本大学）

･県内の大学で展開（13校）
・自転車マナー向上ステッカーデザ

インコンペの開催

●自治体の市民協働課やまちづくり

推進課と連携

●県内の自転車販売店と連携

●県内の高等学校で展開

・自転車マナー向上ステッカーデザ
インコンペの開催

●自治体と連携

･県内の自転車販売店と連携

･県内全域で自転車販売店と連携し
展開

●企業、自治体コラボ

・自転車マナー向上ステッカーデザ

インコンペの開催

・自転車マナー向上ステッカーデザ

インコンペの開催
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予算

30.000円（シール代）
10.000円（印刷用トナー）
50,000円（コンペ準備・実施）

390,000円（シール代）

130,000円（印刷用トナー）
50,000円（コンペ準備・実施）

予算の一部は、自治体及び民間企業

負担

自治体及び民間企業負担

自治体及び民間企業負担



4.'快適な自転車のまちに向けて

以上より、学生が主体となってステッカーのデザインを考案・配布し、それを継続的に

実施すれば低コストで簡単に自転車の左側通行徹底を図ることができ、県道337号線も‘快

適な自転車走行空間に近づくと期待できる。

また、今回は自転車のマナーアップの中でも左側通行の徹底を図るステッカーの作成・

配布を熊本大学の学生を対象に試験的に実施してみた。今後、毎年実施範囲を広げて1つ

ずつマナーアップステッカーを作成していけば、学生アンケートの結果からも示されたよ

うに、「ルールを知っているが守れていない」「ルールを知らない」自転車マナーについて

も“かっこよく”改善を図っていける可能性があり、その都度快適な自転車走行空間が広

がることが期待できる。また、ステッカーの作成やステッカーデザインコンペの開催によ

り学生の主体性を引き出すことができ、企業とのコラボレーションが活性化され熊本が自

転車利用者にとって快適なまちになることで、自転車関連企業にとって魅力的なまちとな

り、将来的には企業誘致の可能性が生まれる等、多くの波及効果が生まれると考える。

5．政策コンペ以降の取り組み

政策コンペでは、市民賞を受賞した。その後、熊本市中央区役所まちづくり推進課をは

じめ、各方面より政策の実現を希望する声が上がり、マナーアップステッカーコンペを実

行するに至った。始動にあたっては、政策コンペで発表した5名の学生が構成員となる

｢ProjectKeepLe仕実行委員会」を立ち上げ、熊本大学政策創造研究教育センターの協力

を得ながら『第1回チャリのりステッカーデザインコンペ』を企画し、熊本大学で実施し

ているところである（図－7)。
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図－7作成したポスター 写真－6学食などに設置

した三角のチラシ

写真－7デザイン案の回収
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具体的な実施方法は、熊本大学の学生を対象としたステッカーデザインの公募、デザイ

ンの決定、作成、配布である（表－4)。デザインのテーマは「左側通行の徹底」とした。

初年度のため、まずは活動の周知を図ることを第一の目的とし、活動を熊本大学内に限定

した。また実施にあたり、熊本市中央区役所まちづくり推進課、熊本北警察署交通第一課

等を訪問し活動について説明させていただいた。その結果、前者については予算支出、後

者についてはステッカーの配布等様々な協力を頂けることとなった。

表－4活動の実施行程

期間 内 容

平成28年1月4日～1月21日 デザインコンペ告知および募集期間

1月22日
Projectkeepleft実行委員会が、集まったデザインの中か
ら4つに絞る。

2月1日～2月10日 学生投票を行い、グランプリを決定

3月20日 ステッカーの印刷・発注

3月末～ ステッカーの納品・配布

その他、大学内では学食や生協、自分たちの所属学科などへ伺い活動の説明及びご協力

を頂けるようお願いした。現在、コンペ宣伝のためのポスター掲示と、デザイン募集のた

めのボックス設置（写真－6および写真－7）など様々な形でご協力を頂いている。実行

委員会では、活動周知のためWebページやSNSサイ|､を立ち上げ活動を広く公開している。

活動の周知方法や継続性などの課題は多々あるが、着実に活動を広めているところである。
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